
 

 

 

平 成 27 年 ６ 月 議 会 

 

議 案 説 明 資 料 

 

 

 

○議案第１３４号 平成２７年度福岡市一般会計補正予算案（第１号） 

○議案第１３５号 平成２７年度福岡市市債管理特別会計補正予算案（第１号） 

○議案第１５９号 福岡市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 

 

 

 

 

 

財  政  局 



福岡市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成 27年法律第２号）が平成 27年３月 31日に公

布され，公布の日等から施行することとされたことに伴い，福岡市市税条例等の一部を

改正する必要が生じたが，市議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったた

め，地方自治法第 179 条第１項の規定に基づき，平成 27 年３月 31 日に「福岡市市税条

例等の一部を改正する条例（平成27年福岡市条例第64号）」を次のように専決処分した。 

本件は，このことについて同条第３項の規定により報告し，承認を求めるもの。 

 

 

  １  改正内容 

(1) 原動機付自転車等に係る軽自動車税における新税率の適用開始時期の延期 

地方税法の改正において，原動機付自転車等に係る軽自動車税における新税 

率の適用の開始時期が平成27年度から平成28年度に１年間延期されたことに伴

い，同様の措置を講じたもの。 

[改正箇所]  

福岡市市税条例の一部を改正する条例（平成 26 年福岡市条例第 55 号）附  

則第１項，附則第７項から附則第 12 項まで 

 

  (2) 用途変更宅地等の固定資産税等に関する経過措置の延長 

     地方税法の改正において，住宅用地から非住宅用地への変更など，用途が変

更された宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準額につい

て，近傍の宅地等との均衡を図るための規定が，平成 29 年度まで延長されたこ

とに伴い，同様の措置を講じたもの。 

[改正箇所]  

福岡市市税条例（昭和 36 年福岡市条例第 53 号）附則第 17 条 

 

  (3) その他規定の整備 

     地方税法等の改正に伴い生じた項ずれ等について，規定の整備を行ったもの。 

[改正箇所]  

     福岡市市税条例第 33 条，第 34 条，第 39 条，第 41 条，附則第 27 条 

       

  ２ 施行期日 

    (1) １(1)に係る改正規定 

公布の日 

  (2) １(2)及び(3)に係る改正規定 

平成 27 年 4 月 1 日 
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zeisei
タイプライターテキスト
議案第１５９号



原動機付自転車等に係る新税率の適用開始時期の延期

主 な 区 分

税 率（ 年 額 ）

現 行 税 率 新 税 率

原動機付⾃転⾞

50cc以下 1,000円 2,000円

50cc超〜90cc以下 1,200円 2,000円

90cc超〜125cc以下 1,600円 2,400円

軽⾃動⾞
⼆輪のもの（125cc超
〜250cc以下） 2,400円 3,600円

⼆輪の⼩型⾃動⾞（250cc超） 4,000円 6,000円

原動機付自転車等に係る軽自動車税の新税率の適用開始時期について，

地方税法の改正に伴い，平成27年度から平成28年度に１年間延期したもの。

新税率の適用開始を平成27年度から平成28年度へ１年間延期
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新旧対照表 

 

＜ １(1)に係る改正 ＞ 

改 正 前 改 正 後 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応

じ，それぞれ当該各号に定める日から施行す

る。 

(1)及び(2) 略 

(3) 第60条の改正規定          

                     

並びに附則第７項及び第10項（この条例

による改正後の福岡市市税条例（以下「新

条例」という。）附則第32条に係る部分

を除く。）の規定 平成27年４月１日 

 (4) 第33条第４項及び第34条の２第１項の

改正規定，附則           

                     

                     

                に１条を

加える改正規定並びに次項，附則第８項

及び第９項    の規定並びに附則第10

項（新条例附則第32条に係る部分に限 

る。）の規定 平成28年４月１日 

 (5) 略 

 

（軽自動車税に関する経過措置） 

７ 新条例第60条             

                    の

規定は，平成27年度以後の年度分の軽自動車

税について適用し，平成26年度分までの軽自

動車税については，なお従前の例による。

 

 

 

 

 

 

８及び９ 略 

10 平成27年３月31日以前に初めて道路運送

車両法第60条第１項後段の規定による車両

番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に

対して課する軽自動車税に係る新条例第60

条及び附則第32条の規定の適用については，

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応

じ，それぞれ当該各号に定める日から施行す

る。 

(1)及び(2) 略 

(3) 第60条第２号アの改正規定（「2,400

円」を「3,600円」に改める部分を除く。）

並びに附則第７項及び第11項（この条例

による改正後の福岡市市税条例（以下「新

条例」という。）附則第32条に係る部分

を除く。）の規定 平成27年４月１日 

 (4) 第33条第４項，第34条の２第１項及び

第60条第１号の改正規定，同条第２号ア

の改正規定（「2,400円」を「3,600円」

に改める部分に限る。），同号イ及び同

条第３号の改正規定並びに附則に１条を

加える改正規定並びに次項及び附則第８

項から第10項までの規定並びに附則第11

項（新条例附則第32条に係る部分に限

る。）の規定 平成28年４月１日 

 (5) 略 

 

（軽自動車税に関する経過措置） 

７ 新条例第60条第２号ア（２輪のもの（側車

付のものを含む。）に係る部分を除く。）の

規定は，平成27年度以後の年度分の軽自動車

税について適用し，平成26年度分までの軽自

動車税については，なお従前の例による。

８ 新条例第60条第１号，第２号ア（２輪のも

の（側車付のものを含む。）に係る部分に限

る。），同号イ及び同条第３号の規定は，平

成28年度以後の年度分の軽自動車税につい

て適用し，平成27年度分までの軽自動車税に

ついては，なお従前の例による。 

９及び10 略 

11 平成27年３月31日以前に初めて道路運送

車両法第60条第１項後段の規定による車両

番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に

対して課する軽自動車税に係る新条例第60

条及び附則第32条の規定の適用については，
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改 正 前 改 正 後 

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

新 条 例

第 60 条

第 ２ 号

ア 

3,900 円 3,100 円 

6,900 円 5,500 円 

10,800 円 7,200 円 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 

新 条 例

附 則 第

32 条の

表 以 外

の部分 

第 60 条の 福岡市市税条

例の一部を改

正 す る 条 例

（平成 26 年

福岡市条例第

55 号。以下こ

の条において

「平成 26 年

改正条例」と

いう。）附則第

10項の規定に

より読み替え

て適用される

第 60 条の 

新 条 例

附 則 第

32 条の

表 

第 60 条第２

号ア 

平成 26 年改

正条例附則第

10項の規定に

より読み替え

て適用される

第 60 条第２

号ア 

3,900 円 3,100 円 

6,900 円 5,500 円 

10,800 円 7,200 円 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 

11 略 

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

新 条 例

第 60 条

第 ２ 号

ア 

3,900 円 3,100 円 

6,900 円 5,500 円 

10,800 円 7,200 円 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 

新 条 例

附 則 第

32 条の

表 以 外

の部分 

第 60 条の 福岡市市税条

例の一部を改

正 す る 条 例

（平成 26 年

福岡市条例第

55 号。以下こ

の条において

「平成 26 年

改正条例」と

いう。）附則第

11項の規定に

より読み替え

て適用される

第 60 条の 

新 条 例

附 則 第

32 条の

表 

第 60 条第２

号ア 

平成 26 年改

正条例附則第

11項の規定に

より読み替え

て適用される

第 60 条第２

号ア 

3,900 円 3,100 円 

6,900 円 5,500 円 

10,800 円 7,200 円 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 

12 略 
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＜ １(2)及び(3)に係る改正 ＞ 

改 正 前 改 正 後 

（法人等の市民税の申告納付） 

第33条 略 

２～４ 略 

５ 法人税法第81条の22第１項の規定によつ

て法人税に係る申告書を提出する義務があ

る法人で同法第81条の24第１項の規定の適

用を受けているものが，同条第４項の規定の

適用を受ける場合には，当該法人及び当該法

人との間に連結完全支配関係（同法第２条第

12号の７の７に規定する連結完全支配関係

をいう。第34条第３項及び第34条の２第２項

において同じ。）がある連結子法人（同法第

２条第12号の７の３に規定する連結子法人

をいう。第34条第３項及び第34条の２第２項

において同じ。）（連結申告法人（同法第２

条第16号に規定する連結申告法人をいう。第

34条の２第２項において同じ。）に限る。）

については，同法第81条の24第４項の規定の

適用に係る当該申告書に係る連結法人税額

（法第321条の８第４項に規定する連結法人

税額をいう。以下この項及び第34条の２第２

項において同じ。）の課税標準の算定期間（当

該法人の連結事業年度に該当する期間に限

る。第34条の２第２項において同じ。）に限

り，当該連結法人税額に係る個別帰属法人税

額を課税標準として算定した法人税割額及

びこれと併せて納付すべき均等割額につい

ては，当該連結法人税額について法人税法第

81条の24第１項の規定の適用がないものと

みなして，第７条の規定を適用することがで

きる。 

 

（法人等の市民税に係る不足税額の納付の

手続） 

第34条 略 

２ 略 

３ 前項の場合において，法第321条の11第１

項又は第３項の規定による更正の通知をし

た日が法第321条の８第１項，第２項，第４

項又は第19項の申告書を提出した日（当該申

告書がその提出期限前に提出された場合に

は，当該申告書の提出期限）の翌日から１年

を経過する日後であるときは，詐偽その他不

（法人等の市民税の申告納付） 

第33条 略 

２～４ 略 

５ 法人税法第81条の22第１項の規定によつ

て法人税に係る申告書を提出する義務があ

る法人で同法第81条の24第１項の規定の適

用を受けているものが，同条第４項の規定の

適用を受ける場合には，当該法人及び当該法

人との間に連結完全支配関係（同法第２条第

12号の７の７に規定する連結完全支配関係

をいう。第34条第３項及び第34条の２第２項

において同じ。）がある連結子法人（同法第

２条第12号の７  に規定する連結子法人

をいう。第34条第３項及び第34条の２第２項

において同じ。）（連結申告法人（同法第２

条第16号に規定する連結申告法人をいう。第

34条の２第２項において同じ。）に限る。）

については，同法第81条の24第４項の規定の

適用に係る当該申告書に係る連結法人税額

（法第321条の８第４項に規定する連結法人

税額をいう。以下この項及び第34条の２第２

項において同じ。）の課税標準の算定期間（当

該法人の連結事業年度に該当する期間に限

る。第34条の２第２項において同じ。）に限

り，当該連結法人税額に係る個別帰属法人税

額を課税標準として算定した法人税割額及

びこれと併せて納付すべき均等割額につい

ては，当該連結法人税額について法人税法第

81条の24第１項の規定の適用がないものと

みなして，第７条の規定を適用することがで

きる。 

 

（法人等の市民税に係る不足税額の納付の

手続） 

第34条 略 

２ 略 

３ 前項の場合において，法第321条の11第１

項又は第３項の規定による更正の通知をし

た日が法第321条の８第１項，第２項，第４

項又は第19項の申告書を提出した日（当該申

告書がその提出期限前に提出された場合に

は，当該申告書の提出期限）の翌日から１年

を経過する日後であるときは，詐偽その他不
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改 正 前 改 正 後 

正の行為により市民税を免れた場合を除き，

当該１年を経過する日の翌日から当該通知

をした日（法人税に係る修正申告書を提出

し，又は法人税に係る更正若しくは決定がさ

れたこと（同条第２項又は第４項の申告書を

提出すべき法人が連結子法人の場合にあつ

ては，当該連結子法人との間に連結完全支配

関係がある連結親法人（法人税法第２条第12

号の７の２に規定する連結親法人をいう。以

下この項において同じ。）若しくは連結完全

支配関係があつた連結親法人が法人税に係

る修正申告書を提出し，又は法人税に係る更

正若しくは決定を受けたこと）による更正に

係るものにあつては，当該修正申告書を提出

した日又は国の税務官署が更正若しくは決

定の通知をした日）までの期間は，延滞金の

計算の基礎となる期間から控除する。 

 

第39条 法第348条第２項第10号から第10号の

９までの固定資産について同項本文の規定

の適用を受けようとする者は，土地について

は第１号及び第２号に，家屋については第３

号及び第４号に，償却資産については第４号

及び第５号に掲げる事項を記載した申告書

を市長に提出しなければならない。この場合

において，当該土地，家屋又は償却資産が同

項第10号から第10号の９までに掲げる事業

又は施設（以下この条において「社会福祉事

業等」という。）を経営する者の所有に属し

ないものである場合においては，当該土地，

家屋又は償却資産を当該社会福祉事業等を

経営する者に無料で使用させていることを

証明する書面を添付しなければならない。

(1)～(5) 略 

 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受け

なくなつた固定資産の所有者がすべき申告）

第41条 法第348条第２項第３号，第９号から

第10号の９まで，第11号の３から第11号の５

まで，第12号又は第24号の固定資産として同

項本文の規定の適用を受けていた固定資産

について，当該各号に掲げる用途に供しない

こととなつた場合又は有料で使用させるこ

ととなつた場合においては，当該固定資産の

正の行為により市民税を免れた場合を除き，

当該１年を経過する日の翌日から当該通知

をした日（法人税に係る修正申告書を提出

し，又は法人税に係る更正若しくは決定がさ

れたこと（同条第２項又は第４項の申告書を

提出すべき法人が連結子法人の場合にあつ

ては，当該連結子法人との間に連結完全支配

関係がある連結親法人（法人税法第２条第12

号の６の７に規定する連結親法人をいう。以

下この項において同じ。）若しくは連結完全

支配関係があつた連結親法人が法人税に係

る修正申告書を提出し，又は法人税に係る更

正若しくは決定を受けたこと）による更正に

係るものにあつては，当該修正申告書を提出

した日又は国の税務官署が更正若しくは決

定の通知をした日）までの期間は，延滞金の

計算の基礎となる期間から控除する。 

 

第39条 法第348条第２項第10号から第10号の

10までの固定資産について同項本文の規定

の適用を受けようとする者は，土地について

は第１号及び第２号に，家屋については第３

号及び第４号に，償却資産については第４号

及び第５号に掲げる事項を記載した申告書

を市長に提出しなければならない。この場合

において，当該土地，家屋又は償却資産が同

項第10号から第10号の10までに掲げる事業

又は施設（以下この条において「社会福祉事

業等」という。）を経営する者の所有に属し

ないものである場合においては，当該土地，

家屋又は償却資産を当該社会福祉事業等を

経営する者に無料で使用させていることを

証明する書面を添付しなければならない。

(1)～(5) 略 

 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受け

なくなつた固定資産の所有者がすべき申告）

第41条 法第348条第２項第３号，第９号から

第10号の10まで，第11号の３から第11号の５

まで，第12号又は第24号の固定資産として同

項本文の規定の適用を受けていた固定資産

について，当該各号に掲げる用途に供しない

こととなつた場合又は有料で使用させるこ

ととなつた場合においては，当該固定資産の
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改 正 前 改 正 後 

所有者は，その旨を直ちに市長に申告しなけ

ればならない。 

 

   附 則 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等

に対して課する固定資産税及び都市計画税

の特例） 

第17条 平成24年度から平成26年度までの各

年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては，地方税法及び国有資産等所在市町村交

付金法の一部を改正する法律（平成24年法律

第17号）附則第10条第１項の規定により，法

附則第18条の３及び第25条の３の規定は，適

用しない。 

 

（法附則第15条第２項第１号等に規定する

条例で定める割合） 

第27条 略 

２～４ 略 

５ 法附則第15条第37項に規定する条例で定

める割合は，３分の２とする。 

６ 法附則第15条第38項に規定する条例で定

める割合は，４分の３とする。 

所有者は，その旨を直ちに市長に申告しなけ

ればならない。 

 

附 則 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等

に対して課する固定資産税及び都市計画税

の特例） 

第17条 平成27年度から平成29年度までの各

年度分の固定資産税及び都市計画税につい

ては，地方税法等の一部を改正する法律（平

成27年法律第２号）附則第18条第１項   

            の規定により，法

附則第18条の３及び第25条の３の規定は，適

用しない。 

 

（法附則第15条第２項第１号等に規定する

条例で定める割合） 

第27条 略 

２～４ 略 

５ 法附則第15条第39項に規定する条例で定

める割合は，３分の２とする。 

６ 法附則第15条第40項に規定する条例で定

める割合は，４分の３とする。 
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